
 

122 

 

団体紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八尾市では、企業の立場から市内の１１９の事業所（R7.１２現在）が加盟し、就職の機会均等の

保障、職場の人権意識の高揚に向けた取り組みや人権問題への啓発活動を進めている。 

昨今、企業の社会的責任として「公正な採用選考や法令順守した雇用管理」や「人権を尊重した

企業活動」の取り組みが求められており、そうした企業の人権問題の取り組みを応援している。 

  八尾市企業人権協議会 

ともに歩むパートナーとして 

本市が掲げる 「まちづくり 人にやさしく 人がやさしく」 の実現は、行政の

力だけで成し遂げられるものではありません。日頃から地域に根ざし、当事者の

声に寄り添い、課題解決に向けて地道な活動を続けておられる市民団体の存在

は、本市にとって欠かせないパートナーです。 

本市にて、人権教育・啓発の最前線で活動されている８つの団体をご紹介しま

す。 
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グローバルな視野を持って積極的かつ多彩な国際交流を推進し、八尾市の国際化に寄与する

とともに、市民の国際意識の高揚と諸外国との相互理解の増進を図り、国際平和に貢献するとい

う趣旨で１９９０（平成２）年８月に設立、2012（平成２４）年４月には公益財団法人に移行してい

る。 

市民・行政・企業及び各種団体等との連携を図りながら、各国、地域の人々が異文化と出会う

場所、日本語での交流を通してコミュニケーションの力を高める場所、仲間と出会う場所、生活に

必要な情報を入手できる場所になるよう、市民の異文化理解の促進や外国人住民の支援等、多

文化共生社会の実現に向け、さまざまな事業活動を実施している。 

  公益財団法人 八尾市国際交流センター 

 

 

八尾市在日外国人教育研究会は、外国につながるこどもたちの学びを支えるために、教職員が

実践を持ち寄り、学びを深める研究組織である。言語や文化の違いを尊重しながら、学力保障や

多文化共生の視点を取り入れた教育の推進を進めている。 

  八尾市在日外国人教育研究会 
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八尾市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福

祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としている。 

また、地域福祉活動の中核となって、さまざまな福祉サービスを展開し、民間団体として自主

性と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という２つの側面をあわせもった、民間非

営利団体（社会福祉法人）である。 

  社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会 
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あらゆる差別を撤廃し、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とし

て設立された。多年にわたり、市民の人権意識の普及及び高揚を図るための教育・啓発、人材の

育成、教材の研究開発等を行うことで中間支援・協働の中核を担う団体として人権尊重の社会づ

くりを推進している。 

また、八尾市とともに人権啓発を進める両輪として、行政機関や民間機関との協働の構築、さま

ざまな課題を有する人々の自立と自己実現に取り組む住民活動への支援を実施している。 

  一般財団法人 八尾市人権協会 

 

 

八尾市人権教育研究会は、学校における人権尊重の教育を推進するために、公開授業や研修

会を通して教職員の学びを深める研究組織である。人権課題に向き合う授業づくりや教材研究を

行い、こどもたちが差別や偏見に気づき、より良い社会について考える力を育むことをめざしてい

る。 

  八尾市人権教育研究会 
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市内３０の各種団体と３２全ての地区福祉委員会で構成され、すべての人々があらゆる人権

問題について正しい理解と認識を深めるため、さまざまな研修活動を実施することにより人権啓

発の普及に努めており、「差別のない明るいまちづくり」をめざす取り組みを推進している。 

2015（平成２７）年度には、スローガン「地域が育む、人権文化のまちづくり～思いやり笑顔あ

ふれる八尾のまち～」を作成し、2024（令和６）年度には、新たに具体的な行動目標を追加し

た、「八尾市人権啓発推進協議会 人権宣言」を作成した。 

地区人権研修をはじめとする、地区住民による人権「草の根」運動など、人権文化が根付くた

めの取り組みを今後もより一層推進する。 

  八尾市人権啓発推進協議会 

 八尾市人権啓発推進協議会 人権宣言  

地域が育む、人権文化のまちづくり ～思いやり笑顔があふれる八尾のまち～ 

わたしたちがくらす八尾市には、生まれも育ちも文化もさまざまな人がくらしています。 

わたしたちは、誰もが安心して幸せにくらすことを願っています。 

人との出会いにより新たな価値観を広げ、人生を豊かにし、差別がないまち 

“地域が育む 人権文化のまち 八尾”の実現をめざして、ここに宣言します。 

１． あなたもわたしも“たいせつな”ひとり 

１． 知って、学んで、たしかめましょう 

１． あらゆる差別をなくしましょう 

１． 人権の“わ”をみんなで広げましょう 

１． 人権について、他人事ではなく、自分事として考えましょう 
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通称「世人やお」。１９４８年に国連で採択された「世界人権宣言」の理念を、地域に根ざしたかた

ちで広げるために“人権”でつながる市民ネットワークとして２０００（平成１２）年に再結成し、「人権

のまちづくり」、「人権のネットワークづくり」、「人権の市民活動の支援」を活動の柱に、取り組みを

進めている。 

世界人権宣言第３０条に示される権利が、すべての人にとって侵害されることのないよう、ひとり

ひとりの「人権が当たり前に守られる地域社会」の実現をめざしている。 

  世界人権宣言八尾市実行委員会 


